
平成３０年５月 ２ ２日

○条例

小田原市議会委員会条例の一部を改正する条例



小田原市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

５

　

月 ２ ２日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

小田原市条例第３１号

　　

小田原市議会委員会条例の一部を改正する条例

小田原市議会委員会条例（昭和３９年小田原市条例第６６号） の一部を次のように改

正する。

第４条第２項中 「８人」 を 「９人」 に改める。

第２１条第１項中 「地方自治法」 の次に 「（昭和２２年法律第６７号）」 を加える。

別表議会広報広聴常任委員会の項中 「８」 を 「９」 に改める。

　

附

　

則

　

この条例は、 公布の日から施行する。


